
増
え
続
け
る
空
き
家
と
、

空
き
家
が
も
た
ら
す
問
題

空
き
家
に
な
っ
た
家
屋
を
放
置
す
る
と
、

倒
壊
の
危
険
性
が
あ
る
ば
か
り
か
、防
災・

防
犯
上
の
不
安
や
衛
生
面
の
悪
化
の
心
配

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
生
じ
ま
す
。

こ
の
た
め
、
平
成
27
年
５
月
に「
空
家
等

対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
が

施
行
さ
れ
、
空
き
家
所
有
者
の
責
務
が
明

確
に
な
り
、
そ
の
対
策
が
求
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

◦「
空
き
家
」に
な
る
と
…

◦
瓦
の
落
下

◦
建
材
の
飛
散

◦
建
物
の
倒
壊

◦
不
審
者
の
侵
入
と
犯
罪
の
誘
発

◦
放
火
や
火
災
の
危
険

◦
景
観
の
悪
化

◦
樹
木
や
雑
草
の
繁
茂

◦
動
物
や
害
虫
の
繁
殖　
な
ど

知
ら
ぬ
間
に「
空
き
家
」の
所
有
者
に

空
き
家
の
問
題
は
、
そ
の
所
有
者
が
亡

く
な
り「
引
き
継
ぐ
人
が
い
な
い
」「
適
正

に
相
続
さ
れ
て
い
な
い
」
と
き
に
発
生
し

ま
す
。
例
え
ば
、
親
や
兄
弟
の
家
が
空
き

家
に
な
り
、
相
続
手
続
き
を
せ
ず
に
放
置

し
て
お
く
と
、
全
て
の
子
や
孫
、
兄
弟
な

ど
の
法
定
相
続
人
が
相
続
の
対
象
と
な
り
、

さ
ら
に
そ
の
子
や
孫
が
生
ま
れ
る
こ
と
で

相
続
人
が
増
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、

あ
な
た
も
、
知
ら
ぬ
間
に
空
き
家
を
相
続

し
て
し
ま
い
ま
す
。

適
正
に
相
続
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、

空
き
家
問
題
の
解
決
を
難
し
く
し
て
い
る

一
番
の
要
因
で
す
。「
空
き
家
に
し
な
い
」

た
め
に
は
、
早
め
の
相
続
手
続
き
や
売
却

な
ど
の
対
策
を
と
る
こ
と
が
と
て
も
重
要

で
す
。

「
空
き
家
」に
し
な
い
た
め
に

◦
登
記
の
状
況
確
認

空
き
家
の
中
に
は
、
移
転
登
記
が
さ
れ

て
お
ら
ず
、
過
去
の
所
有
者
名
義
の
ま
ま

に
な
っ
て
い
る
家
屋
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず

は
、
誰
の
所
有
に
な
っ
て
い
る
の
か
確
認

し
ま
し
ょ
う
。

◦
誰
が
相
続
す
る
の
か
を
話
し
合
う

所
有
者
が
確
認
で
き
た
ら
、
そ
の
相
続

人
が
誰
か
を
調
べ
て
、
相
続
人
全
員
で
、

誰
が
、
何
を
、
ど
の
よ
う
に
相
続
す
る
か

遺
産
分
割
を
話
し
合
い
、
相
続
内
容
を
決

め
て
、
き
ち
ん
と
相
続
手
続
き
を
済
ま
せ

ま
し
ょ
う
。

◦
専
門
家
に
相
談

相
続
関
係
が
複
雑
に
な
る
と
、
個
人
で

の
解
決
が
難
し
く
な
り
ま
す
。
早
め
の
売

却
や
解
体
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
そ
れ

ぞ
れ
の
対
応
策
に
応
じ
て
、
司
法
書
士
や

不
動
産
取
引
な
ど
の
専
門
家
に
相
談
し
ま

し
ょ
う
。

住む人がいなくなり放置されたままの空き家が、全国的に社会問題となっています。
相続や譲渡など、適切な処分が行なわれない場合、近隣住民の生活にさまざまな影響を
与えるばかりか、高額な過料も発生します。
法定相続人となる可能性がある遠方の家族や親戚などが集まるこの８月に、後々、空
き家を生じさせたり所有者になったりしないよう、みんなで話し合いましょう｡
� 　◎問い合わせ　建築課　☎23-2585

他
人
ご
と
で
は
な
い「
空
き
家
」
の
話

あ
な
た
の
　  

は
大
丈
夫
？

家

18広報 都城 令和元年8月号



相談内容 関係機関・団体 連絡先

登記名義人の
確認

宮崎地方法務局都城
支局 ☎22-0490

相続・登記　
相続人の調査 宮崎県司法書士会 ☎0985-28-8538

土地・建物の
売買

宮崎県宅地建物取引
業協会（県南支部） ☎22-6627

建物の解体

宮崎県都城地区建設
業協会 ☎22-1991

宮崎県解体工事業協
同組合 ☎0985-32-0015

解体費用の融
資

※空き家解体への融資を行う金融機関が
あります。直接、金融機関に問い合わせ
ください。

その他空き家
に関すること 市役所建築課 ☎23-2585

所有者が空き家を管理せず、周辺に悪影響を及ぼす状態で放置すると「特定空
家等」に認定されます。土地の課税額に対する住宅用地の特例※１が廃止されたり、
過料処分※２に処せられることがあります。

また、近隣の家屋や通行人に被害を与えた場合、高額な損害賠償を求められ
ることも考えられることから、「空き家」として放置すべきではありません。

※１住宅用地の特例廃止　
特定空家等として特例廃止の勧告を受けた場合、その建物に係る敷地は、固定資産税の住宅用地の特
例が廃止され、土地にかかる税額は最大６倍にもなります。
※２高額な過料
特定空家等として命令を受け、その命令に違反、従わなかった場合は、50万円以下の過料に処せられ
ることがあります。

空き家についての各種問い合わせ

公益財団法人日本住宅総合センターが、
平成24年度に実施した「空き家発生による
外部不経済の実態と損害の試算に係る調
査」によると、空き家から傷んだ外壁材や
瓦などが落下し11歳の子どもが死亡した
場合の賠償額が、5,630万円になるとの試
算が報告されています。
さらに、空き家が倒壊し、近隣の家を破
壊、死者が出た場合は、億単位の賠償金が
所有者に請求されます。あなたはそれでも、
「空き家」を放置しますか。

コラム

空き家として放置を続けると…
損害区分 損害額（賠償額）

人
身
損
害

死亡逸失利益 3,400 万円

慰謝料 2,100 万円

葬儀費用 130 万円

合計 5,630万円

空き家を放置し続けると…

特
定
空
家
等
に
認
定

助
言
・
指
導

勧　
告

命　
令

行
政
代
執
行

費
用
徴
収

税特例廃止※１ 過料※2
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無
償
化
の
概
要

【
幼
稚
園
、
保
育
園
、
認
定
こ
ど
も
園
な

ど
の
利
用
者
】

◉
対
象
・
利
用
料（
月
額
）

◦ 

幼
稚
園
や
認
定
こ
ど
も
園（
１
号
認
定
）

の
利
用
者
は
、
３
歳
に
な
っ
た
翌
月
か

ら
全
額
無
償

◦ 

保
育
園
や
認
定
こ
ど
も
園（
２
号
認
定
）

の
利
用
者
は
、
４
月
１
日
時
点
で
満
３

歳
を
迎
え
て
い
る
３
歳
児
ク
ラ
ス
か
ら

５
歳
児
ク
ラ
ス
ま
で
全
額
無
償

◦ 

市
民
税
非
課
税
世
帯
の
０
歳
か
ら
２
歳

ま
で
の
利
用
者
は
、
全
額
無
償

【
幼
稚
園
な
ど
の
預
か
り
保
育
の
利
用
者
】

◉
対
象
・
利
用
料（
月
額
）

◦ 

幼
稚
園
や
認
定
こ
ど
も
園（
１
号
認
定
）

に
お
い
て
、
市
か
ら「
保
育
の
必
要
性

の
認
定
」
を
受
け
た
利
用
者
は
、
月
の

利
用
日
数
に
応
じ
て
１
万
１
、
３
０
０

円
を
上
限
に
無
償
。
ま
た
、
市
民
税
非

課
税
世
帯
の
利
用
者
は
、
満
３
歳
と

な
っ
た
年
度
内
は
、
月
額
１
万
６
、
３

０
０
円
を
上
限
に
無
償

【
認
可
外
保
育
施
設
、
一
時
預
か
り
事
業・

病
児
保
育
事
業
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
の
利
用
者
】

◉
対
象
・
利
用
料（
月
額
）

◦ 

市
か
ら「
保
育
の
必
要
性
の
認
定
」
を

受
け
た
利
用
者
で
、
３
歳
児
ク
ラ
ス
か

ら
５
歳
児
ク
ラ
ス
は
３
万
７
千
円
を
上

限
に
、
０
歳
か
ら
２
歳
児
ク
ラ
ス
の
市

民
税
非
課
税
世
帯
の
利
用
者
は
、
４
万

２
千
円
を
上
限
に
無
償

※ 

認
可
外
保
育
施
設
と
は
、
一
般
的
な
認

可
外
保
育
施
設
や
認
可
外
の
事
業
所
内

保
育
施
設
で
、
市
に
届
出
を
行
っ
て
い

て
、
国
の
基
準
を
遵
守
し
、
市
か
ら
確

認
を
受
け
た
施
設
が
無
償
化
の
対
象

【
児
童
発
達
支
援
な
ど
の
利
用
者
】

◉
対
象

◦ 

児
童
発
達
支
援
な
ど
を
受
け
て
い
る
、

３
歳
児
ク
ラ
ス
か
ら
５
歳
児
ク
ラ
ス
ま

で
の
利
用
者
は
、
全
額
無
償

無
償
化
の
対
象
外

◉
給
食
費（
副
食
費
）な
ど

◦ 

通
園
送
迎
費
や
行
事
費
、
1
号
・
２
号

認
定
こ
ど
も
の
給
食
費
。
た
だ
し
、
年

収
３
６
０
万
円
未
満
相
当
世
帯
や
第
３

子
以
降
の
利
用
者
の
副
食
費
は
免
除

「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」の成立に
伴い、10月１日から「幼児教育と保育の無償化」が実施さ
れます。幼児教育・保育にかかる子育て家庭の経済的負担
軽減を図ることで、少子化対策につながることが期待され
ています。� ◎問い合わせ　保育課　☎23-4894

「幼児教育と保育の無償化」が
10月から始まります

無
償
化
に
伴
う
説
明
会

●
日
時
・
場
所　
※
申
し
込
み
不
要

８
／
26
㈪　
19
時
～
20
時

高
城
地
区
公
民
館

８
／
28
㈬　
19
時
～
20
時

高
崎
福
祉
保
健
セ
ン
タ
ー

８
／
29
㈭　
19
時
～
20
時

ウ
エ
ル
ネ
ス
交
流
プ
ラ
ザ

無償化の範囲
施設・事業 年齢・クラス 対　象 月額上限

幼稚園
認定こども園
（1号認定）

3歳〜 5歳児 全ての世帯 全　額

保育園
認定こども園

（2・3号認定）

0歳児〜 2歳児 市民税非課税世帯 全　額

3歳児〜 5歳児 全ての世帯 全　額

幼稚園などの預かり保育
市から「保育の必要性の認定」を受けた利用者が対象

年齢・クラス 対　象 月額上限

3歳児〜 5歳児 全ての世帯 11,300円

満3歳児※ 市民税非課税世帯 16,300円
※満３歳の誕生日から、次の3月31日まで

給食費（副食費）の免除対象者
世帯収入 第１子 第２子 第３子以降

年収360万円未満相当 副食費免除 副食費免除 副食費免除

年収360万円以上相当 副食費保護者負担 副食費免除

市ホームページ

20広報 都城 令和元年8月号



市
で
は
、
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
る
13

種
類
の
病
気
の
予
防
接
種
に
加
え
、
市
独

自
で
助
成
し
て
い
る
２
種
類
の
病
気
の
予

防
接
種
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

【
法
定
予
防
接
種（
無
料
）対
象
の
病
気
】

結
核
、
ジ
フ
テ
リ
ア
、
破
傷
風
、
百
日
咳
、

ポ
リ
オ
、
麻
し
ん
、
風
し
ん
、
日
本
脳
炎
、

子
宮
頸け

い
が
ん
、
肺
炎
球
菌
、
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染

症
、
水
痘
、
Ｂ
型
肝
炎

【
市
が
助
成
す
る
予
防
接
種
の
助
成
額
】

◉�

お
た
ふ
く
か
ぜ
ワ
ク
チ
ン

　
（
助
成
額
）２
、５
０
０
円

◉
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン

　
（
助
成
額
）１
価
１
万
５
０
０
円

　
　
　
　
　
５
価
７
千
円

接
種
時
の
注
意
点

接
種
後
の
数
日
間
は
、
体
調
の
変
化
に

注
意
く
だ
さ
い
。
医
師
の
判
断
で
、
２
種

類
以
上
の
予
防
接
種
を
同
時
に
受
け
る
場

予
防
接
種
は
、
感
染
症
の
ま
ん
延
を
防
ぐ
だ
け
で
な
く
、
万
が
一
感
染
症
を
発
症

し
た
と
き
の
症
状
が
軽
く
な
る
な
ど
の
効
果
が
あ
り
ま
す
。
子
ど
も
の
健
康
の
た
め

に
、
予
防
接
種
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

�

◎
問
い
合
わ
せ　
都
城
市
保
健
セ
ン
タ
ー　
☎
36
－
５
６
６
１

合
も
あ
り
ま
す
。

接
種
の
期
間
は
、
対
象
と
な
る
病
気
が

ま
ん
延
し
や
す
い
時
期
や
症
状
が
重
症
化

し
や
す
い
時
期
、
子
ど
も
の
免
疫
力
な
ど

を
考
慮
し
て
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
子
ど

も
の
発
育
に
は
個
人
差

が
あ
り
ま
す
の
で
、
医

師
と
相
談
し
な
が
ら
体

調
の
良
い
時
に
受
け
る

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

身
近
な
相
談
相
手

「
母
子
保
健
推
進
員
」

地
域
と
行
政
の
パ
イ
プ
役
と
し
て
、
母

子
保
健
推
進
員
が
市
内
各
地
区
で
さ
ま
ざ

ま
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
身
近
な
相

談
相
手
と
し
て
、
安
心
し
て
相
談
く
だ
さ

い
。
個
人
情
報
は
厳
守
し
ま
す
。

【
こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん
訪
問
事
業
】

生
後
３
カ
月
程
度
の
赤
ち
ゃ
ん
の
い
る

家
庭
を
訪
問
。
市
が
開
催
す
る「
赤
ち
ゃ
ん

相
談
」や「
教
室
」を
紹
介
し
た
り
、
赤
ち
ゃ

ん
の
様
子
を
聞
い
た
り
し
な
が
ら
、
子
育

て
中
の
お
母
さ
ん
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

【
乳
幼
児
健
康
診
査
の
受
診
勧
奨
】

乳
児
・
幼
児
健
診
を
受
け
て
い
な
い
乳

幼
児
の
家
庭
を
訪
問
。
健
康
診
査
の
重
要

性
や
メ
リ
ッ
ト
を
紹
介
し
、
受
診
を
勧
め

て
い
ま
す
。

【
相
談
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
】

幼
児
健
診
や
離
乳
食
教
室
で
託
児
を
行

い
、
お
母
さ
ん
が
悩
み
な
ど
を
保
健
師
や

栄
養
士
な
ど
の
専
門
家
に
相
談
し
や
す
い

環
境
を
整
え
て
い
ま
す
。

お
父
さ
ん
も
受
け
よ
う

風
し
ん
抗
体
検
査（
無
料
）

県
で
は
、
免
疫
が
低
い
妊
婦
の
配

偶
者
も
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
を
対
象

に
、
風
し
ん
抗
体
検
査
を
無
料
で
実

施
し
て
い
ま
す
。
内
容
な
ど
詳
し
く

は
、
都
城
保
健
所（
☎
０
９
８
６
－

23
－
４
５
０
４
）
へ
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

あ
な
た
も
活
動
し
て
み
ま
せ
ん
か

母
子
保
健
推
進
員
を
募
集
し
て
い

ま
す
。
興
味
の
あ
る
人
は
、
気
軽
に

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

予
防
接
種
は
、

　
子
ど
も
へ
の
プ
レ
ゼ
ン
ト

市では、65人の母子保健推進員が、子育て中のお母さんに
寄り添いながら、子育てに役立つ情報や知識を提供するなどの
サポートをしています。
� ◎問い合わせ　都城市保健センター　☎36-5661

赤ちゃんとお母さんをサポート！

母子保健推進員
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